
令和７年度ネットワーク機器売主特定業務 業務仕様詳細 

 

１．件名 

情報政策業務第 27 号 

令和７年度ネットワーク機器売主特定業務 

 

２．目的・概要 

本業務は、大津町で利用している現行のグループウェア「サイボウズ Office10 オンプレミス

版」を「サイボウズ Garoon クラウド版」へ移行し、大津町役場が利用するαタイプネットワ

ークのセキュリティを維持しつつ、ネットワーク機器等を導入することで、クラウドサービス

への安全かつ効率的な特定通信の直接インターネット接続（ローカルブレイクアウト）を実現

するとともに、現行のメール受信環境との連携（調整）を確立することを目的とします。 

 

３．履行場所 

大津町大字大津地内（大津町役場内） 

 

４．履行期間 

契約締結日より令和 8 年 3 月 31 日まで 

区分 期間 備考 

機器納品・設置・設定完了期

限 

令和 8 年 2 月末日まで データ移行作業、機器納品を

実施する。 

システム確認・サポート期間 令和 8 年 3 月 1 日～ 

令和 8 年 3 月 31 日 

職員によるデータ移行・シス

テム確認期間とし、受注者は

サポートを実施する。 

業務完了期限 令和 8 年 3 月 31 日  

 

 



５．業務内容 

本業務は、以下の各項目に必要な機器の調達、設置、設定、移行作業、および保守・サポート

を全て含むものとします 

５．１ 機器の調達および納品 

以下の仕様を満たすネットワーク機器（ファイアウォール）を調達し、指定の場所に納品する

こと。 

品目 仕様 数量 備考 

ネットワーク機器 FortiGate-200F ま

たは同等品以上 

2 台 冗長化構成を前提と

する。 

初年度保守 上記機器に対する初

年度（1 年間）の保

守を含むこと。 

2 ライセンス ２年目以降は別途保

守契約を締結する。 

５．２ 機器の設置および設定 

FortiGate-200F または同等品以上を（2 台）調達し、以下の作業を実施のうえ納品すること。 

1. 設置：大津町役場指定のラックへの機器設置。 

2. 基本設定：冗長化構成の設定。 

3. ネットワーク接続設定： 

◦庁内ネットワーク（αタイプ）からの通信を分離し、サイボウズ Garoon クラウド版への

アクセス通信のみをインターネットへ直接接続（LBO）するための設定を行うこと。 

4. 特定通信の直接インターネット接続（LBO）設定： 

◦グループウェア「サイボウズ Garoon クラウド版」へのアクセス通信を識別し、インター

ネットへの接続を実施するための設定を行うこと。 

◦その他、大津町が指定する特定の通信についての設定を行うこと。 

5. セキュリティ設定： 

◦LBO 通信において、サイボウズ Garoon クラウド版以外のサイトへのアクセスを原則遮 

断し、セキュリティを担保すること。FortiGate-200F の機能（UTM 機能、アプリケーシ

ョンコントロール等）を活用し、LBO 通信に対して必要なセキュリティ設定（例：Web

フィルタリング、不正侵入検知/防御など）を適用すること。 

◦国のガイドライン及び大津町が定めるセキュリティポリシーに基づいたファイアウォール



設定を行うこと。 

6. 通信ログ：通信ログの取得・監査対応が可能な設定とすること。 

7. メール設定： 

◦LGWAN メール及びインターネットメールのサイボウズ Garoon での受信、閲覧が出来

るように設定を行うこと。 

◦現行のメール運用は県セキュリティクラウド、庁内サーバー室設置のメールサーバを経

由し、サイボウズ Office  10 で受信閲覧を行っており、同様にサイボウズ Garoon で受

信・閲覧出来る設定とすること。 

（現行メールフロー：LGWAN メール/インターネットメール → 県セキュリティクラウド 

→ 庁内メールサーバ → サイボウズ Garoon クラウド（受信）） 

◦必要に応じて DNS やルーティング設定を変更すること。 

５．３ データ移行 

1. データ移行： 

◦現行のサイボウズ Office10 オンプレミス版からサイボウズ Garoon クラウド版へのデー

タ移行を行うこと。（ユーザーアカウント、組織情報、スケジュール、施設予約、掲示

板、ファイル管理、メッセージ、ワークフロー、アドレス帳などの全データ） 

◦移行後、大津町職員と連携し、データ移行を確認すること。 

2. データ移行・システム修正サポート： 

◦移行作業及び機器納品は令和 7 年 2 月末までに完了し、3 月を検・サポート期間とす

る。 

◦令和 8 年 3 月中は、職員が実施するデータ移行やシステム移行後の接続確認、軽微な設

定修正などに対し、技術的なサポートを提供すること。 

◦必要に応じ職員が自ら移行できるよう、移行手順マニュアルを作成・提供すること。 

５．４モバイル端末での利用 

1. 職員がモバイル端末で利用することを可能とするための設定及びサポートを行うこと。 

５．５ 保守 

1．ネットワーク機器の初年度保守を含めること。 

2．2 月末の納品設置後、３月の１月分のシステム全体の運用保守を行うこと。 

 

 



５．６その他 

1．既設ネットワーク機器の設定変更が必要な場合は、その費用も本業務に含めること。ま

た、既存ネットワーク保守業者と密に連携し、円滑に作業を進めること。 

2．作業スケジュールの策定、作業調整、進捗報告を適切に行うこと。また機器設置・設定作

業に伴う既存システムへの影響を最小限にするため、作業は大津町が指定する日時（夜

間・休日を含む）に実施すること。 

3．業務完了後、機器設定及び各種マニュアル等に関する詳細なドキュメントを提出するこ

と。 

4．本業務で知り得た情報および個人情報の取り扱いは、関係法令および大津町の情報セキュ

リティポリシーを遵守すること。 

5．その他本仕様書に明記されていない事項、または疑義のある事項ついては、大津町と物件

の提供者及び必要に応じて物件の貸主が協議して決めるものとします。 


